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石 川 県 警 察 本 部 

生 活 安 全 企 画 課 

 

あなたからの相談 

つきまとい行為等に
該当する 

つきまとい行為に 
ついて警告を申し出る 

ストーカー行為に 
ついて告訴する 援助を申し出る 

警告 仮の命令 

従わない 

公安委員会に 
よる聴聞 

公安委員会による禁止命令 

刑事罰に触れる 刑事罰に触れない 

検挙 助言指導 

警察に 
よる捜査 

検挙 検挙 

1年以下の懲役 

又は 

100万円以下の罰金 

50万円以下の罰金 

6月以下の懲役 

又は 

50万円以下の罰金 

従わない 

援 助 

 警察は被害を防止するため

の措置や相手方と交渉しよう

とする場合の心構えなど必要

な援助を行います。 

正式な法律名は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。 ※平成 12年 11月 14日施行 
この法律では、つきまとい行為等のストーカー行為に対し、警告や処罰を求めたり、援助を受け
たいと申し出ることができます。 

ストーカー相談後の 
対応の流れ 

 緊急の場合 

あなたの身を守ることを最優先に、柔軟に対応します。 

連 絡 先  

 
悩まないで早め
に相談してね！ 

・最寄りの警察署 
・警察安全相談         ☎076-225-0110 ☎#9110 
・レディース通話 番    ☎076-225-0281（月～金 9:00～17:00） 

公安委員会によ
る意見の聴取 


